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令和元年台風第15号による災害にかかる 

災害救助法の適用について 

【第1報】 

 

 
１．災害の概要 

令和元年台風第 15 号による災害により、住家に多数の被害が生じたことか

ら、東京都は 1町に災害救助法の適用を決定した。 

 

 

 

２．これまでにとられた措置 

 ・避難所の設置等 

災害救助法 

適用市町村 
法適用日 

人的被害

（人） 
住家被害（世帯） 

備 考 

死者 
行方 

不明 
負傷 全壊 半壊 

床上 

浸水 

床下 

浸水 

一部 

損壊 

 

【東京都】 

島しょ大島町 

（とうしょおおしままち） 

 

 

 

９月８日 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

４ 

 

 

８０ 

 

 

０ 

 

 

 

 

 

 

 

災害救助法

施行令第 1

条第 1 項第

1号適用 

本件問合せ先 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（被災者行政担当）付 

             阿部、高見 

    TEL 03-3593-2849（直通） 
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災害救助法の概要
１．目 的

○ 災害に対して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な
救助を行い、被災者の保護と社会秩序の保全を図ること。

２．実施体制

○ 法に基づく救助は、都道府県知事が、現に救助を必要とする者に行う。（法定受託事務）
○ 必要に応じて、救助の実施に関する事務の一部を市町村長へ委任できる。
○ 広域的な大規模災害に備えて、あらかじめ他の都道府県と協定を締結したり、発災後に速やかに
応援要請できる体制を整えておくことが望ましい。（応援に要した費用については、被災県に全額求償可能）

３．救助の種類

○ 避難所の設置
○ 応急仮設住宅の供与
○ 炊き出しその他による食品の給与
○ 飲料水の供給
○ 被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与
○ 医療・助産

４．適用基準

○ 災害により市町村等の人口に応じた一定数以上の住家の滅失（全壊）がある場合
（令第１条第１項第１号～第３号）

○ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を
必要とする場合等（令第１条第１項第４号）

○ 被災者の救出
○ 住宅の応急修理
○ 学用品の給与
○ 埋葬
○ 死体の捜索・処理
○ 障害物の除去

５．国庫負担

① 収入見込額の ２／１００以下の部分 → ５０／１００
② 収入見込額の ２／１００超４／１００以下の部分 → ８０／１００
③ 収入見込額の ４／１００超の部分 →  ９０／１００

普通税収入見込額の割合 国庫負担割合



災害救助法の適用に当たって 適用基準（災害救助法施行令）

１．住家等への被害が生じた場合

（１）当該市町村区域内の人口に応じ次の世帯数以上であること（令第１条第１項第１号）

市町村区域内の人口

５，０００人未満

５，０００人以上 １５，０００人未満

１５，０００人以上 ３０，０００人未満

住家滅失世帯数

３０，０００人以上 ５０，０００人未満

３０

４０

５０

６０

市町村区域内の人口

５０，０００人以上 １００，０００人未満

１００，０００人以上 ３００，０００人未満

住家滅失世帯数

８０

１００

３００，０００人以上 １５０

（２）当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ①に示す数以上であって、当
該市町村の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ②に示す世帯数以上であること（令第１条第１項第２号）

①都道府県の区域内の人口

１，０００，０００人未満

１，０００，０００人以上 ２，０００，０００人未満

２，０００，０００人以上 ３，０００，０００人未満

住家滅失世帯数

３，０００，０００人以上

１，０００

１，５００

２，０００

２，５００

②市町村区域内の人口

５，０００人未満

５，０００人以上 １５，０００人未満

１５，０００人以上 ３０，０００人未満

住家滅失世帯数

３０，０００人以上 ５０，０００人未満

１５

２０

２５

３０

※１ 半壊又は半焼した世帯は、２世帯をもって滅失した一の世帯とする。（以下の住家被害対応表で同じ。）
※２ 床上浸水した世帯は、３世帯をもって滅失した一の世帯とする。（以下の住家被害対応表で同じ。）

市町村区域内の人口

５０，０００人以上 １００，０００人未満

１００，０００人以上 ３００，０００人未満

住家滅失世帯数

４０

５０

３００，０００人以上 ７５



（３）当該市町村区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ次に示す数以上であって、当該
市町村の区域内の被害世帯数が多数であること（令第１条第１項第３号前段）

（４）災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情があ
る場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したものであること（令第１条第１項第３号後段）

→ 被災者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要とすること。
（府令第１条）

①都道府県の区域内の人口

１，０００，０００人未満

１，０００，０００人以上 ２，０００，０００人未満

２，０００，０００人以上 ３，０００，０００人未満

住家滅失世帯数

３，０００，０００人以上

５，０００

７，０００

９，０００

１２，０００

２．生命・身体への危害が生じた場合（いわゆる「４号基準」）

多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定め
る基準に該当するとき（令第１条第１項第４号）

・ 災害が発生し又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助
を必要とすること。（府令第２条第１号）

・ 被災者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を必要
とすること。（府令第２条第２号）
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